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(1) 最低制限価格制度について



最低制限価格制度について

見直し前 (現制度)

○最低制限価格 (事後公表)、予定価格 (事前公表)

最低制限価格の算定方法 :中央公契連モデルにて算出した価格を最低制限価格とする。

○現制度の課題 ◎
･最低制限価格について業者から職員への接触が懸念される。

･くじ引きによる落札候補者の決定が多く競争性が確保されていない。

　　　
注 :中央

策定した最低制限価格(調査基準価格)の算出式である。

(中央公契連モデルの例)

土木工事 直接工事費*0.95十共通仮設費*0 9十現場管理費*0.6十一般管理費*0.3

建築工事 直接工事費*0.90*o.95十共通仮設費*0.9十(直接工事費*0.対現場管理費)*0.6十一般管理費*0.3

見直しのポイント

○全国の自治体で採用されている中央公契達モデルを基本とした制度の構築が望ましい。

○制度見直しの趣旨を踏まえ、 下記事項に重点を置いた。

1) 情報漏洩の防止 (再重要)

2) 積算能力の向上

3) 競争性の確保

4) くじ引きの有無 など

見直し後

○最低制限価格 (変動型)、予定価格 (事前公表)
′ ･ ･

最低制限価格の算定方法 ;中央公契連モデルにて算出した価格以上、 予定価格の範囲内で入札価

格の低い方から 6 割を抽出し、 その平均価格を最低制限価格とする。

【見直しの経緯】

平成 23年 10月 28 日(金) 第 1回入札調査委員会

工事内訳書の点検結果報告および最低制限価格制度の検証結果報告

･見直し案 5 案を提示

平成 23年 11月 10 日 (木) 第2回入札調査委員会 )籍‐爺護年中コメ笈鰊 }
◆ 見直し案のメリット ･デメリットなどを踏まえ審議

･新制度の決定



(2) 病院再編統合の進捗状況について



1 . 再編統合までの予定

①三重県が、 地域医療再生基金額を桑名 市へ提示 (H23.11. 1 )

②三重県が、 地域医療再生計画を国へ再提出 御23 1 1.4)

③桑名市、 桑名市民病院、 山本総合病院の 3 者による基本合意書の締結

④市議会へ平成23年度中に必要な再編統合に係る関係費用及び関連議案の上程 紙傷

⑤桑名市民病院、 山本総合病院の 2 者による事業譲渡契約書の締結 .

⑥中期目標及び中期計画の変更 評価委員会の意見聴取を含む)珍多の後篠《"

⑦再編統合 (H24 4 .1)〉

2 . 平成22年度地域医療再生臨時特例交付金 (拡充分)

地域医療再生臨時特例交付金は、施設整備 ･設備整備、 医師等の確保や人材育成のた

めに活用する交付金であり、 基本額と加算額からなる。 基本額は、 都道府県の地域医療

再生計画で定める医療の課題解決のために必要な事業に対し、各都道府県へ均等に支援

される。 また、 加算額は、 高度･専門医療機能を担う医療機関の建替え ･増改築などを伴

う大規模事業に加算される。

(1)国の地域医療再生臨時特例交付金の概要

①都道府県 (三次医療圏) の策定する地域医療再生計画に基づく事業に対し、 最大 120

億円 (基本額 15億円、 加算額 105 億円) が支援される。

②予算総額と しては、 2,100 億円 (基本額 15 億円×52 地域、 加算額 1,320 億円) で、

加算額については、 震災後の被災 3 県の調整により 1,005 億円となる。

③各都道府県49医療圏からの要望により、 交付金のうち加算額の総額は、 2,190億円で

ある。

④各都道府県49医療圏からの要望は、 予算総額を上回り、 加算額の超過額は、 L 185億

円である。

(2)三重県地域医療再生計画 (拡充分) (案) の申請額

①三重県は、 国へ事業総額として105億7,529万 1千円を申請 しており、 その内訳 と して

は、 基礎額15億円、 加算額が90億7,529万1千円である。

②国からの内示額は、 59億7,955万2千円であり、 その内訳 しては、 基礎額15億 円、 加

算額が44億 7,955万2千円である。
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(3)桑名市基金額 (上限額)

①三重県から桑名市への基金額として~ 基礎額 1 億円を含め、 26億6,671万3千円が配

分された。

3 . 基本合意書の概要

(1)目的

･関係機関と連携して、 救急医療、 高度医療及び小児周産期医療をはじめとした安全

で良質な医療を提供し、 住民の健康の維持及び増進に寄与する。

(2)統合後の地方独立行政法人の名称･

･桑名市総合医療センター

(3)医療法人山本総合病院から譲渡される資産

･土地、 建物、 医療機器、 棚卸資産、 営業権

(4)病院事業を継続するための資産

･職員用立体駐車場差入保証金、看護師修学資金

(5)譲渡日

･ 平成 24 年 4 月 1 日

(6)職員の雇用関係

･地方独立行政法人桑名市民病院は、 医療法人山本総合病院の職員を承継する。

･労働協約及び就業規則類は、 原則として譲渡日をもって地方独立行政法人桑名市民

病院の制度を適用する。

医ゞ療法人山本総合病院は、 職員が退職すること“こより生じる退職金及び賞与を負担

し、 地方独立行政法人桑名市民病院は、 それを引き継ぐ。
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